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令和６年度地域包括支援センターの事業評価結果について 

 

Ⅰ 地域包括支援センターの事業評価について 

 評価の実施については、国が定めた全国統一の指標に基づき、市町村及び各セン

ターにおける業務の取組状況に関する事業評価し、事業の質の向上のための必要な

改善を図っていくことを目的とする。 

 令和６年度の事業評価については、「地域包括支援センターの事業評価を通じた機

能評価について（通知）」の一部改正について、令和６年６月７日付で国から通知が

あり、令和６年4月１日から改正が適用されている。 

 

１ 評価指標の構成 

 評価は、以下の分野に「活動目標」を設定し、その達成のための「取組内容」

を具体的に示した。 

（１）地域包括ケアシステムの構築・推進     

（２）組織・運営体制               

 （３）総合相談支援事業             

 （４）権利擁護事業                          

（５）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業  

 （６）地域ケア会議                            

 （７）介護予防ケアマネジメント・介護予防支援  

（８）包括的支援事業（社会保障充実分）     

 

２ 評価方法 

（１）評価 

      各地域包括支援センターにて、各分野の「取組内容」の自己評価を行い、

行政にて記載理由を確認し、評価に修正が必要なものは、修正した。 

（２）運営協議会にて報告 

    地域包括支援センターの評価を踏まえて、最終的な評価をする。 

 

３ 評価基準 

評価 評価基準 

１ はい（できた） 

０ いいえ（できなかった） 

 

Ⅱ 評価結果 

別紙「令和６年度地域包括支援センター評価表まとめ」のとおり。 

令和５年度と比較すると、１「はい（できた）」が継続できている「取組内容」

が多い。「６地域ケア会議」については、地域ケア会議を開催した社協地域包括支
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援センターは１「はい（できた）」の件数が増えている。令和７年度は、開催回数

の目標を定めているので、1「はい（できた）」が増えることが期待できる。 

令和６年度より、評価項目が追加されたため、０「いいえ（できなかった）」も

ある。１「はい（できた）」を増やせるようにセンターと努めていく。 

 

１ 評価で０の「いいえ（できなかった）」の項目について、市としての今後の取組

予定 

（１）３総合相談支援事業 

   取組内容１４ 

「相談内容を整理して、複合的な課題を持つ世帯数・人数・内容等の実態を把 

握しているか」 

   １４以外にも４、１１にも相談件数や相談内容の項目があるので、センター

と相談記録簿の検討をする。 

 

Ⅲ 評価スケジュールについて 

   別紙「令和７年度評価スケジュール」のとおり 


